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0石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指
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刀ミ

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下「条例Jとしづ。)第 9条第 1項の規定

により、知事監視製品を次のとおり指定する。

平成30年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事監視製品を特定できる情報

(1) 次の写真に示すとおり、被包に 1sex herbJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(2) 次の写真に示すとおり、被包に「覚淫Jと表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(3) 次の写真に示すとおり、被包に「女狂j と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(4) 次の写真に示すとおり、被包に「暴ウケJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(5) 次の写真に示すとおり、被包に「スーパーゴメオJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(6) 次の写真に示すとおり、被包に 1420XJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(7) 次の写真に示すとおり、被包に「直入パウダー」と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(8) 次の写真に示すとおり、被包に ISTUPIDJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(9) 次の写真に示すとおり、被包に IFJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(1ω 次の写真に示すとおり、被包に 1gan gir lsJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(11) 次の写真に示すとおり、被包に IWedlockeJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(12) 次の写真に示すとおり、被包に IBlackAngelJ と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(13) 次の写真に示すとおり、被包に「悦惚.スフp ラッシュj と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(14) 次の写真に示すとおり、被包に「狂ケツマンj と表示のある製品で3あって、その内容物が液体のもの

(15) 次の写真に示すとおり、被包に ISGJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(16) 次の写真に示すとおり、被包に「逆噴射」と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(1力 次の写真に示すとおり、被包に「情欲ピクピク」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(18) 次の写真に示すとおり、被包に IDynamite! ! Jと表示のある製品で3あって、その内容物が液体のもの

(19) 次の写真に示すとおり、被包に「淫欲」と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

側次の写真に示すとおり、被包に IOOOH! YES!! Jと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

ω 次の写真に示すとおり、被包に INO.48J と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

凶次の写真に示すとおり、被包に IX.Y. ZJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

凶次の写真に示すとおり、被包に IMANLYMENSJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

凶次の写真に示すとおり、被包に IXJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

閥次の写真に示すとおり 、被包に ILEAVESOF CHANGEJ と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

凶次の写真に示すとおり 、被包に 「錯乱SEXJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの
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間次の写真に示すとおり、被包に ISEXON THE BEACHJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

凶 次の写真に示すとおり、被包に「ぐちょぐちょ」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

倒 次の写真に示すとおり、被包に IHAPPY2J と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

側次の写真に示すとおり、被包に IKingKongJ と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

倒次の写真に示すとおり、被包に IAmericanHippie herbJ と表示のある製品であって、その内容物が植物片の

もの

同 次の写真に示すとおり、被包に IYA聞 ANJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

同次の写真に示すとおり、被包に Istar or則と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

同次の写真に示すとおり、被包に IHAPPYHOLIDAYSJ と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

閥次の写真に示すとお り、被包に IAM2: OOJと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

同 次の写真に示すとおり、被包に「直腸」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(1次の写真」は、省略し、その写真を石川県健康福祉部薬事衛生課及び県保健福祉センターに備え置いて縦覧に

供する。)

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品で、あって、吸入等の方法により身体に使用さ

れるおそれがあるものであるため

3 施行期日

平成30年 6月21日

石川県告示第289号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下「条例」とし寸。)第15条第 1項の規定

により、知事指定薬物を次のとおり指定する。

平成30年 6月20日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事指定薬物の名称

(1) 2 メトキシ N フェニノレ N- [1- (2 フェニルエチル)ピベリジン 4 イル]アセタミド及びそ

の塩類

(2) 2 - ({ [ 2 - (4 ヨード 2. 5 ジメトキシフェニル)エチル]アミノ}メチル)フェノール及びその塩

類

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物で、あって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、幻覚等の

作用を有すると認められるものであるため

3 施行期日

平成30年 6月21日
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